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議案第７号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

令和５年２月１６日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

マイナンバーカードの一層の普及促進を図るために多機能端末機により交付する証明書

の手数料の減額及び現在実施している減額の特例期間の延長を行うとともに、建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成

２８年経済産業省・国土交通省令第１号）の一部改正に伴う各種申請手数料の改定を行う

ため、君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を改正しようとする

ものである。 
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君津市条例第  号 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項を次のように改める。 

（多機能端末機により交付する証明書に係る手数料の額の特例） 

４ 令和５年９月３０日までの間、別表第１の１の項(1)の目並びに別表第２の４０の項、

４６の項、４９の項及び５０の項の規定の適用については、これらの規定中「１００円」

とあるのは「１０円」とする。 

別表第１の１の項(1)の目中「３５０円」を「１００円」に改める。 

別表第２の９の項中「既存建築物を除く」を「建築等に係る建築物に限る」に改め、同

表１０の項中「同一敷地内建築物以外の建築物の建築の」を「建築物の新築又は増築等の」

に、「同一敷地内建築物を除く」を「新築又は増築等に係る建築物に限る」に改め、同表

２９の項を次のように改める。 

２９ 都市の低炭素化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４号）第５３条第１

項の規定による低炭素建築物新築等計画の

認定の申請（同法第５４条第２項の規定に

よる申出を伴う場合を除く。）に対する審

査 

(1) 申請に係る低炭素建築物新築等計画が、

登録住宅性能評価機関若しくは建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号）第１５条第１項に

規定する登録建築物エネルギー消費性能判

定機関（３４の項及び３７の項において「登

録建築物エネルギー消費性能判定機関」と

いう。）により、都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１項各号に掲げる基

準に適合していると認められたもの又は住

宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通

省告示第１３４６号）別表１に規定する断

熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消
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 費量等級６と認められたものである場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき５，０００

円 

イ 共同住宅等又は複合建築物（住宅の用

   途及び非住宅の用途に供する部分が混在

している建築物をいう。以下この項、

３４の項及び３７の項において同じ。）

の住宅部分１件につき床面積の合計が

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き は

１０，０００円、３００平方メートル以

上のときは２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又は非住宅建

築物１件につき床面積の合計が３００平

方メートル未満のときは１０，０００円、

  ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号）第１０条第２号

イ(2)及びロ(2)に定める基準（以下「誘

導仕様基準」という。）に適合するか

どうかを評価する方法によるときにあ

っては、１件につき床面積の合計が

   ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き は

１７，０００円、２００平方メートル

以上のときは１９，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が２００平方メートル
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未満のときは３４，０００円、２００

平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分

 のとき 

(ｱ) 誘導仕様基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときにあっては、

１件につき床面積の合計が３００平方

メートル未満のときは３２，０００

円、３００平方メートル以上のときは

５６，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が３００平方メートル

未満のときは６７，０００円、３００

平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又は非住宅建

築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ(2)及び

ロ(2)に定める基準に適合するかどう

かを評価する方法によるときにあって

は、１件につき床面積の合計が３００

平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き は

８５，０００円、３００平方メートル

以上のときは１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が３００平方メートル

   未 満 の と き は ２ ２ １ ， ０ ０ ０ 円 、

   ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は
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２７７，０００円 

(3) 複合建築物に係る申請をする場合 当該

複合建築物を住宅部分と非住宅建築物とに

区分し、住宅部分についてはその単位住戸

 の数が一である場合にあっては一戸建ての

住宅と、その他の場合にあっては共同住宅

等と、非住宅部分については非住宅建築物

とそれぞれみなして手数料の額を算定した

場合の当該手数料の額に相当する額の合計

額とする。 

別表第２の３４の項を次のように改める。 

３４ 建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３４条第１項の規定による建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

申請（同法第３５条第２項の規定による申

出を伴う場合を除く。）に対する審査 

(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向

上計画が、登録住宅性能評価機関若しくは

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に

より建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律第３５条第１項各号に掲げる基

準に適合していると認められたもの又は住

宅の品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項に規定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準別表１に規定する断熱

等性能等級５以上及び一次エネルギー消費

量等級６（建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律の施行の際現に存するも

のにあっては、日本住宅性能表示基準別表

２―１に規定する断熱等性能等級４以上及

び一次エネルギー消費量等級４以上）と認

められたものである場合 

ア  一 戸 建 て の 住 宅 １ 件 に つ き

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分
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 （共用部分を計算の対象としないものに

ついては、共用部分の面積を除いた面積）

１件につき床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のときは１０，０００円、

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又は非住宅建

築物１件につき床面積の合計が３００平

方メートル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上のときは

１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅のとき 

(ｱ) 誘導仕様基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときにあっては、

１件につき床面積の合計が２００平方

メートル未満のときは１７，０００円、

２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

１９，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が２００平方メートル

未 満 の と き は ３ ４ ， ０ ０ ０ 円 、

   ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分

のとき（共用部分を計算の対象としない

ものについては、共用部分の面積を除い

た面積） 

(ｱ) 誘導仕様基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときにあっては、
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１件につき床面積の合計が３００平方

メートル未満のときは３２，０００円、

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

５６，０００円 

 (ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が３００平方メートル

未満のときは６７，０００円、３００

平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又は非住宅建

築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ(2)及び

ロ(2)に定める基準に適合するかどう

かを評価する方法によるときにあって

は、１件につき床面積の合計が３００

   平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き は

８５，０００円、３００平方メートル

以上のときは１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、１件につ

き床面積の合計が３００平方メートル

未 満 の と き は ２ ２ １ ， ０ ０ ０ 円 、

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の と き は

２７７，０００円 

(3) 複合建築物に係る申請をする場合 当

該複合建築物を住宅部分と非住宅建築物と

に区分し、住宅部分についてはその単位住

戸の数が一である場合にあっては一戸建て

の住宅と、その他の場合にあっては共同住

宅等と、非住宅部分については非住宅建築
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物とそれぞれみなして手数料の額を算定し

た場合の当該手数料の額に相当する額の合

計額とする。 

(4) 申請建築物及び他の建築物の建築物エネ

 ルギー消費性能向上計画の認定の申請をす

る場合 建築物ごとにそれぞれ(1)の目又

は(2)の目に定める額を合計した額 

別表第２の３７の項中「断熱等性能等級４」を「断熱等性能等級４以上」に、「一次エネ

ルギー消費量等級４若しくは等級５」を「一次エネルギー消費量等級４以上」に、「、等

級４若しくは等級５」を「以上」に、「第１条第１項第２号イ(2)(i)」を「第１条第１項第

２号イ(2)」に、「第１条第１項第２号イ(2)(ⅱ)」を「第１条第１項第２号イ(2)」に改め、

同表３７の項に次のように加える。 

(3) 複合建築物に係る申請をする場合 

  当該複合建築物を住宅部分と非住

宅建築物とに区分し、住宅部分につ

いてはその単位住戸の数が一である

場合にあっては一戸建ての住宅と、

その他の場合にあっては共同住宅等

と、非住宅部分については非住宅建

築物とそれぞれみなして手数料の額

を算定した場合の当該手数料の額に

相当する額の合計額とする。 

別表第２の４０の項、４６の項、４９の項及び５０の項中「２００円」を「１００円」に

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の９の項及び１０の項の改正規

定は、令和５年４月１日から施行する。 
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君津市手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現 行 

附 則 

（多機能端末機により交付する証明書に係る手数料の額の特例） 

４ 令和５年９月３０日までの間、別表第１の１の項(1)の目並びに別

表第２の４０の項、４６の項、４９の項及び５０の項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「１００円」とあるのは「１０円」とする。 

別表第１（第２条） 

附 則 

（多機能端末機により交付する証明書に係る手数料の額の特例） 

４ 令和４年１２月１日から令和５年３月３１日までの間、別表第１

の１の項１の目の規定の適用については同目中「３５０円」とある 

のは「１０円」と、別表第２の４０の項、４６の項、４９の項及び 

５０の項の規定の適用については当該各項中「２００円」とあるのは

「１０円」とする。 

別表第１（第２条） 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条 第 １ 項 若 し く は 第

１２６条の規定に基づく

磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録され

ている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の

交付 

１通につき４５０円（多機

能端末機（本市の電子計算

機と電気通信回線で接続さ

れた端末機であって、証明

書を自動的に交付する機能

を有するものをいう。以下

同じ。）により交付する場合

にあっては、１００円） 

(2) ～(6) 省略 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条 第 １ 項 若 し く は 第

１２６条の規定に基づく

磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録され

ている事項の全部若しく

は一部を証明した書面の

交付 

１通につき４５０円（多機

能端末機（本市の電子計算

機と電気通信回線で接続さ

れた端末機であって、証明

書を自動的に交付する機能

を有するものをいう。以下

同じ。）により交付する場合

にあっては、３５０円） 

(2) ～(6) 省略  
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２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条

第１項並び

に第１２６

条の規定に

基づく戸籍

に関する事

務 

２～１０ 省略 

２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条

第１項並び

に第１２６

条の規定に

基づく戸籍

に関する事

務 

２～１０ 省略 

別表第２（第２条） 別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～８ 省略 

９ 建築基準法第８６条第２項の

規定に基づく複数建築物に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

建築物（建築等に係る建築物に限

る。以下この項において同じ。）の

数が１であるときは７８，０００

円、建築物の数が２以上であるとき

は７８，０００円に１を超える建築

物の数に２８，０００円を乗じて得

た額を加えた金額 

１０ 建築基準法第８６条の２第

１項の規定に基づく建築物の新 

建築物（新築又は増築等に係る建築

物に限る。以下この項において同

手数料を徴収する事務 金額 

１～８ 省略 

９ 建築基準法第８６条第２項の

規定に基づく複数建築物に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

建築物（既存建築物を除く       

  。以下この項において同じ。）の

数が１であるときは７８，０００

円、建築物の数が２以上であるとき

は７８，０００円に１を超える建築

物の数に２８，０００円を乗じて得

た額を加えた金額 

１０ 建築基準法第８６条の２第

１項の規定に基づく同一敷地内 

建築物（同一敷地内建築物を除く 

         。以下この項において同
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定の申請に対する審査 

じ。）の数が１であるときは

７８，０００円、建築物の数が２以

上であるときは７８，０００円に１

を超える建築物の数に２８，０００

円を乗じて得た額を加えた金額 

１１～２８ 省略 

２９ 都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画の認定

の申請（同法第５４条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る低炭素建築物新築

等計画が、登録住宅性能評価機関

若しくは建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第１５条第

１項に規定する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関（３４の

項及び３７の項において「登録建

築物エネルギー消費性能判定機

関」という。）により、都市の低

炭素化の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していると認められたも

の又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準（平成１３年

国土交通省告示第１３４６号）別

表１に規定する断熱等性能等級

５以上及び一次エネルギー消費

量等級６と認められたものであ

建築物以外の建築物の建築の認

定の申請に対する審査 

じ。）の数が１であるときは

７８，０００円、建築物の数が２以

上であるときは７８，０００円に１

を超える建築物の数に２８，０００

円を乗じて得た額を加えた金額 

１１～２８ 省略 

２９ 都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画の認定

の申請（同法第５４条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る低炭素建築物新築

等計画が、登録住宅性能評価機関

若しくは建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第１５条第

１項に規定する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関（３２の

項及び３５の項において「登録建

築物エネルギー消費性能判定機

関」という。）により、都市の低

炭素化の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していると認められたも

の又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準（平成１３年

国土交通省告示第１３４６号）別

表１に規定する断熱等性能等級

４及び一次エネルギー消費量等

級５と認められたものである場
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 る場合 

 ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

 イ 共同住宅等又は複合建築物

（住宅の用途及び非住宅の用

途に供する部分が混在してい

る建築物をいう。以下この項、

３４の項及び３７の項におい

て同じ。）の住宅部分１件につ

き床面積の合計が３００平方

メ ー ト ル 未 満 の と き は

１０，０００円、３００平方メ

ー ト ル 以 上 の と き は

２０，０００円 

 ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上の

ときは１６，０００円 

(2) その他の場合 

 ア 一戸建ての住宅のとき 

  (ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成

２８年経済産業省・国土交通

省令第１号）第１０条第２号

イ(2)及びロ(2)に定める基

 合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

（住宅の用途及び非住宅の用

途に供する部分が混在してい

る建築物をいう。以下この項、

３２の項及び３５の項におい

て同じ。）の住戸部分１件につ

き１戸のときは５，０００円、

１戸を超え５戸以下のときは

１０，０００円、５戸を超え

  １ ０ 戸 以 下 の と き は

１７，０００円、１０戸を超え

るときは２８，０００円 

ウ 共同住宅等又は複合建築物

の共用部分（共用部分を計算対

象とするものに限る。）１件に

つき９，９００円 

エ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル以下のときは１０，０００

円、３００平方メートルを超え

るときは１７，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき
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 準(以下「誘導仕様基準」とい

う。)に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が２００平方メート

ル未満のときは１７，０００

円、２００平方メートル以上

のときは１９，０００円 

  (ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

２００平方メートル未満の

   ときは３４，０００円、

２００平方メートル以上の

ときは３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住戸部分のとき 

(ｱ) 誘導仕様基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が３００

平方メートル未満のときは

３２，０００円、３００平方

   メ ー ト ル 以 上 の と き は

５６，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

 ３６，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

における住戸部分１件につき

１戸のときは３６，０００円、

１戸を超え５戸以下のときは

７３，０００円、５戸を超え

  １ ０ 戸 以 下 の と き は

１０２，０００円、１０戸を超

えるときは１４４，０００円 

ウ 共同住宅等又は複合建築物

の共用部分（共用部分を計算対

象とするものに限る。）１件に

つき１１５，０００円 

エ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成

２８年経済産業省・国土交通

省令第１号）第１０条第１号

イ(2)及びロ(2)に定める基

準に適合するかどうかを評

価する方法によるときにあ

っては、１件につき床面積の

合計が３００平方メートル

以下のときは８５，０００

円、３００平方メートルを超

えるときは１０８，０００円
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 ときは６７，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第

 １０条第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が３００

平方メートル未満のときは

８５，０００円、３００平方

メ ー ト ル 以 上 の と き は

１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

ときは２２１，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは２７７，０００円 

(3) 複合建築物に係る申請をする

場合 当該複合建築物を住宅部

分と非住宅建築物とに区分し、住

宅部分についてはその単位住戸

の数が一である場合にあっては

 ( ｲ )  その他のときにあって

は、１件につき床面積の合計

が３００平方メートル以下

のときは２５５，０００円、

３００平方メートルを超え

るときは３１７，０００円 
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 一戸建ての住宅と、その他の場合

にあっては共同住宅等と、非住宅

部分については非住宅建築物と

それぞれみなして手数料の額を

算定した場合の当該手数料の額

に相当する額の合計額とする。 

３０～３３ 省略 

３４ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３４条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定

の申請（同法第３５条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る建築物エネルギー

消費性能向上計画が、登録住宅性

能評価機関若しくは登録建築物

エネルギー消費性能判定機関に

より建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３５条

第１項各号に掲げる基準に適合

していると認められたもの又は

住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する

住宅性能評価において日本住宅

性能表示基準別表１に規定する

断熱等性能等級５以上及び一次

エネルギー消費量等級６（建築物

のエネルギー消費性能の向上に

関する法律の施行の際現に存す

るものにあっては、日本住宅性能

表示基準別表２―１に規定する

断熱等性能等級４以上及び一次

エネルギー消費量等級４以上）

３０～３３ 省略 

３４ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３４条

第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定

の申請（同法第３５条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る建築物エネルギー

消費性能向上計画が、登録住宅性

能評価機関若しくは登録建築物

エネルギー消費性能判定機関に

より建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３５条

第１項各号に掲げる基準に適合

していると認められたもの又は

住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する

住宅性能評価において日本住宅

性能表示基準別表１に規定する

断熱等性能等級４及び一次エネ

ルギー消費量等級５（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関す

る法律の施行の際現に存するも

のにあっては、日本住宅性能表示

基準別表２―１に規定する一次

エネルギー消費量等級４若しく

は等級５）と認められたものであ
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 と認められたものである場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満のと

きは１０，０００円、３００平

方メートル以上のときは

２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上の

ときは１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅のとき  

(ｱ) 誘導仕様基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が２００

平方メートル未満のときは

１７，０００円、２００平方

   メートル以上のとき は

 る場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満のと

きは１０，０００円、３００平

方メートル以上のときは

２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上の

ときは１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

床面積の合計が２００平方メ

ー ト ル 未 満 の と き は

３４，０００円、２００平方メ

ー ト ル 以 上 の と き は

３７，０００円 

イ 共同住宅等及び複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の



-
 
2
4
 
- 

 １９，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

２００平方メートル未満

のときは３４，０００円、

２００平方メートル以上の

ときは３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分のとき（共用部分を

計算の対象としないものにつ

いては、共用部分の面積を除い

た面積）  

(ｱ) 誘導仕様基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が３００

平方メートル未満のときは

３２，０００円、３００平方

   メ ー ト ル 以 上 の と き は

５６，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

   ときは６７，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又 

 対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満のと

きは６７，０００円、３００平

方メートル以上のときは

１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

   能基準等を定める省令第

１０条第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が３００

平方メートル未満のときは

８５，０００円、３００平方

メ ー ト ル 以 上 の と き は

１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

ときは２２１，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは２７７，０００円 

(3) 申請建築物及び他の建築物の
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 は非住宅建築物のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第

１０条第１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準に適合する

かどうかを評価する方法に

よるときにあっては、１件に

つき床面積の合計が３００

平方メートル未満のときは

８５，０００円、３００平方

メ ー ト ル以 上 の と き は

１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

ときは２２１，０００円、３

００平方メートル以上のと

きは２７７，０００円 

(3) 複合建築物に係る申請をする

場合 当該複合建築物を住宅部

分と非住宅建築物とに区分し、住

宅部分についてはその単位住戸

の数が一である場合にあっては

一戸建ての住宅と、その他の場合

にあっては共同住宅等と、非住宅

部分については非住宅建築物と

それぞれみなして手数料の額を

 建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請をする場合 

建築物ごとにそれぞれ(1)の目又

は(2)の目に定める額を合計した

額 
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 算定した場合の当該手数料の額 

に相当する額の合計額とする 

(4) 申請建築物及び他の建築物の

建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請をする場合 

建築物ごとにそれぞれ(1)の目又

は(2)の目に定める額を合計した

額 

３５～３６ 省略 

３７ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第４１条

第１項の規定による建築物のエ

ネルギー消費性能に係る認定の

申請に対する審査 

(1) 申請に係る建築物が、登録住宅

性能評価機関若しくは登録建築

物エネルギー消費性能判定機関

により建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第２条

第３号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準に適合してい

ると認められたもの、同法第３５

条第１項の認定に係る建築物の

エネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則第２５条第２

項に規定する通知書若しくは都

市の低炭素化の促進に関する法

律第５４条第１項の認定に係る

都市の低炭素化の促進に関する

法律施行規則（平成２４年国土交

通省令第８６号）第４３条第２項

に規定する通知書の交付を受け 

３５～３６ 省略 

３７ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第４１条

第１項の規定による建築物のエ

ネルギー消費性能に係る認定の

申請に対する審査 

(1) 申請に係る建築物が、登録住宅

性能評価機関若しくは登録建築

物エネルギー消費性能判定機関

により建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第２条

第３号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準に適合してい

ると認められたもの、同法第３５

条第１項の認定に係る建築物の

エネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則第２５条第２

項に規定する通知書若しくは都

市の低炭素化の促進に関する法

律第５４条第１項の認定に係る

都市の低炭素化の促進に関する

法律施行規則（平成２４年国土交

通省令第８６号）第４３条第２項

に規定する通知書の交付を受け 
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 たもの（都市計画区域内のものに

あっては、建築基準法第７条第５

項、第７条の２第５項若しくは第

１８条第１８項に規定する検査

済証の交付を受けたものに限

る。）又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に

規定する住宅性能評価において

日本住宅性能表示基準別表１に

規定する断熱等性能等級４以上

及び一次エネルギー消費量等級

４以上         （建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する

法律の施行の際現に存するもの

にあっては、日本住宅性能表示基

準別表２―１に規定する一次エ

ネルギー消費量等級３以上     

            ）と認められたもの

である場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

  １件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満のと 

 たもの（都市計画区域内のものに

あっては、建築基準法第７条第５

項、第７条の２第５項若しくは第

１８条第１８項に規定する検査

済証の交付を受けたものに限

る。）又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に

規定する住宅性能評価において

日本住宅性能表示基準別表１に

規定する断熱等性能等級４    

及び一次エネルギー消費量等級

４若しくは等級５（建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する

法律の施行の際現に存するもの

にあっては、日本住宅性能表示基

準別表２―１に規定する一次エ

ネルギー消費量等級３、等級４若

しくは等級５）と認められたもの

である場合 

ア 一戸建ての住宅１件につき

５，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

  １件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満のと 
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   きは１０，０００円、３００平

方 メ ー トル 以 上 のと き は

２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上の

ときは１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ(2)   及

びロ(2)に定める基準又は同

号イ(3)及びロ(3)に定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が２００平方メート

ル未満のときは１７，０００

円、２００平方メートル以上

のときは１９，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

２００平方メートル未満の

   ときは３４，０００円、

   きは１０，０００円、３００平

方 メ ー ト ル 以 上のと き は

２０，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物１件につき床

面積の合計が３００平方メー

トル未満のときは１０，０００

円、３００平方メートル以上の

ときは１６，０００円 

(2) その他の場合 

ア 一戸建ての住宅のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ(2)(i)及

びロ(2)に定める基準又は同

号イ(3)及びロ(3)に定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が２００平方メート

ル未満のときは１７，０００

円、２００平方メートル以上

のときは１９，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

２００平方メートル未満の

   ときは３４，０００円、
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 ２００平方メートル以上の

ときは３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ(2)    及

びロ(2)に定める基準又は同

号イ(3)及びロ(3)に定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が３００平方メート

ル未満のときは３２，０００

円、３００平方メートル以上

のときは５６，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満

のときは６７，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物のとき 

 ２００平方メートル以上の

ときは３７，０００円 

イ 共同住宅等又は複合建築物

の住宅部分（共用部分を計算の

対象としないものについては、

共用部分の面積を除いた面積）

のとき 

(ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ(2)(ⅱ)及

びロ(2)に定める基準又は同

号イ(3)及びロ(3)に定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が３００平方メート

ル未満のときは３２，０００

円、３００平方メートル以上

のときは５６，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満

のときは６７，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは１１２，０００円 

ウ 複合建築物の非住宅部分又

は非住宅建築物のとき 
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 (ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第１号ロに定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が３００平方メート

ル未満のときは８５，０００

円、３００平方メートル以上

のときは１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

ときは２２１，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは２７７，０００円 

(3) 複合建築物に係る申請をする

場合 当該複合建築物を住宅部

分と非住宅建築物とに区分し、住

宅部分についてはその単位住戸

の数が一である場合にあっては

一戸建ての住宅と、その他の場合

にあっては共同住宅等と、非住宅

部分については非住宅建築物と

それぞれみなして手数料の額を

算定した場合の当該手数料の額

に相当する額の合計額とする。 

 (ｱ) 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第１号ロに定める

基準に適合するかどうかを

評価する方法によるときに

あっては、１件につき床面積

の合計が３００平方メート

ル未満のときは８５，０００

円、３００平方メートル以上

のときは１０８，０００円 

(ｲ) その他のときにあっては、

１件につき床面積の合計が

３００平方メートル未満の

ときは２２１，０００円、

３００平方メートル以上の

ときは２７７，０００円 
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３８～３９ 省略 

４０ 租税公課についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

１００円） 

４１～４５ 省略 

４６ 印鑑についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

１００円） 

４７～４８ 省略 

４９ 住民票の写し及び除票の写

しの交付 

１通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

１００円） 

５０ 戸籍の附票の写し及び戸籍

の附票の除票の写しの交付 

１通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

１００円） 

５１～５５ 省略 

３８～３９ 省略 

４０ 租税公課についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円） 

４１～４５ 省略 

４６ 印鑑についての証明 １通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円） 

４７～４８ 省略 

４９ 住民票の写し及び除票の写

しの交付 

１通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円） 

５０ 戸籍の附票の写し及び戸籍

の附票の除票の写しの交付 

１通につき３００円（多機能端末機

により交付する場合にあっては、

２００円） 

５１～５５ 省略 

備考 省略 備考 省略 


